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はじめに 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）及び久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関す

る条例（平成１６年条例第２４号）に基づき、次のとおり久留米ふれあい農業公園（以下「ふれあい

農業公園」という。）の指定管理者の募集を行います。 

 

 

１ 施設の概要 

（１）久留米ふれあい農業公園 

 ・所在地 久留米市草野町吉木３３番地 

 ・開 園 平成９年（ふれあい農園、ふれあい広場） 

        平成１０年１０月（施設全体） 

 ・主な施設概要 

  ①構  造  鉄筋コンクリート造１階建 

  ②敷地面積     35,000.002㎡ 

   ③建築面積    1,105.09㎡ 

  ④建築延べ面積   1,105.09㎡ 

  ⑤施設内容 ・ふれあい農園  15,000.00㎡  ・ふれあい広場  10,000.00㎡ 

     ・管理棟 

（流通企画室    362.70㎡    第1研修室     53.70㎡ 

       第2研修室      53.70㎡      会議室       40.40㎡ 

               調理実習室      37.10㎡    事務室       48.30㎡ 

               シャワー室       9.90㎡） 

・冷温室        154.00㎡ 

         ・広場ゾーン便所   39.50㎡   ・農園ゾーン便所   36.00㎡ 

         ・プロパン庫(2棟)     6.00㎡   ・ポンプ室      12.96㎡ 

         ・東屋（4棟）     40.96㎡  ・倉庫        7.29㎡ 

          ・駐車場      5,000.00㎡ 

 

 

２ 指定管理者が行う業務の範囲 

  別資料「久留米ふれあい農業公園指定管理者管理運営業務仕様書」のとおり 

 

 

３ 指定期間 

  令和５年４月１日から令和１０年３月３１日まで（５年間） 
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４ 指定管理者が行う管理の基準 

（１）開館時間及び休館日 

施設名 開館時間 休館日 

ふれあい
農業公園 

午前９時から 
午後５時まで 

①月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律（昭 
 和２３年法律第１７８号）第３条に規定する休日（以下
「休日」という。）に当たるときは、その翌日 
②１２月２９日から翌年１月３日までの日 

  ※指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ久留米市長（以下「市長」という。）の承  

   認を得てこれを伸縮し、又は変更することができます。 

 

（２）使用の許可及び使用の制限について 

        ふれあい農業公園への使用の許可及び制限は、久留米ふれあい農業公園の設置及び管理に関

する条例（平成９年条例第８号。以下「農業公園条例」という。）、久留米ふれあい農業公園

の設置及び管理に関する条例施行規則（平成９年規則第４６号。以下「農業公園規則」とい

う。）に定めるところにより行うものとします。 

 

（３）法令等の遵守 

ふれあい農業公園の管理に当たっては、本要項及び次の各号に掲げる法令のほか、関係法令、

条例、規則等の規定を遵守すること。 

①久留米市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の適用について 

   ア）指定の取消し等 

     指定管理者の責めに帰すべき事由により管理を継続することができないと認められる     

ときは、指定を取消し、または業務の停止を命ずることがあります。 

  イ）原状回復義務 

    指定期間が満了したとき、または指定を取り消されたときなど、その管理しなくなった 

    公の施設を直ちに原状に回復しなければなりません。 

  ウ）損害賠償義務 

    指定管理者の故意または過失により、施設または設備を損壊したりした場合は、その損害 

    を賠償する義務があります。 

  エ）秘密保持義務 

    指定管理者及びその義務の従事者は、管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の 

    利益のために利用してはいけません。また、管理に関して知り得た個人情報をみだりに 

    他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはいけません。これは、指定管理者の指定期間 

    が満了し、職務を退いた後においても同様です。 

②久留米市個人情報保護条例の適用について 

    指定管理者は、管理に係る個人情報の保護について久留米市（以下「市」という。）と同様 

の義務を負い、従事者が条例の罰則に規定する違反を行ったときは、刑事罰が課せられます。 

また、顧客情報の流出等個人情報の不適切な取り扱いが指定の取消し、業務停止、損害賠償 

等につながることがあります。 
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③久留米市情報公開条例の適用について 

    指定管理者は、管理業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講ずるよう 

に努めるものとします。また、指定管理者自らが、管理業務に関する情報の公開に規定を設け 

るなど、その保有する情報を自主的に公開するための制度を整備し、適正に運用するように指 

導を行う場合があります。 

  ④久留米市行政手続条例の適用について 

    指定管理者は久留米市行政手続条例（平成８年条例第２４号）における「行政庁」に該当す 

るため、使用承認等は同条例の定めに従って行うことになります。 

  ⑤環境への配慮について 

    管理業務を行うにあたっては、次のような環境への配慮に留意してください。 

   ア）電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

   イ）ごみ減量・リサイクルに努めること。 

   ウ）清掃に使用する洗剤等は、環境に配慮したものを使用し、極力節約に努めること。 

   エ）管理業務の履行において使用する物品等は、極力環境に配慮したものを使用すること。 

  ⑥障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の適用について 

    障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成２５年法律第６５号）に基づき、管

理業務の実施にあたっては、次の事項にご留意ください。 

ア）市及び事業者に対し禁止が義務付けられている、障害者への不当な差別的取り扱いを行わ 

ないこと。 

イ）その提供が法的義務とされている市の取扱いに準じて、障害者への合理的配慮の提供につ 

いて遺漏なきよう努めること。 

 

 

５ 利用料金制の導入 

   指定管理者の経営努力を発揮しやすくするとともに、指定管理者及び市の事務効率を図るた  

め、地方自治法第２４４条の２第８項の規定に基づく「利用料金制」を採用します。なお、利用  

料金の額は、農業公園条例で定める範囲内で、市の承認を得て指定管理者が定めることとします。

具体的には、条例で定める額を上限とします。 

また、指定管理者は、農業公園条例第１８条の規定に基づき、利用料金の減額又は免除を行わ

なければなりません。ただし、市による減額又は免除相当分の補填はしないものとします。 

なお、指定管理者は、公の施設の利用が暴力団の利益になると認められるときは、利用の許可

をせず、既に許可している場合においても許可を取り消すなど、必要な措置を講じるものとしま

す。 

 

 

利用料金制：公の施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として、指定管理者をもって収 

      受させる制度（指定管理者は、施設の使用者が支払う利用料金を市の会計に払 

い込む必要がない。） 
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６ 管理運営に関する経費 

（１）指定管理料 

    施設の管理に係る全ての費用は、利用料金、指定管理料及びその他の収入をもって充てるこ 

   ととします。年間の指定管理料は、事業計画に掲げる収支計画の中で、収支の差引額を基本と 

   します。また、指定管理料は、原則として精算方式とはせず、定額払い方式とします。 

    具体的な指定管理料の金額及び支払い方法については、応募の際に提出された「収支計画

書」を基に、会計年度（4月1日から翌年3月31日まで）ごとに、市の予算の範囲内で市と指定

管理者が協議を行い、年度協定書において定めます。 

 

 

（２）指定管理料の債務負担行為 

      久留米市が設定する、施設に係る指定管理料の債務負担行為は、以下のとおりです。 

  指定管理料の限度額（債務負担行為）の範囲内で、「収支計画書」により、指定期間の指定管

理料を提案してください。ただし、令和５年度は２９，２４２千円、令和６年度は２８，７５５

千円、令和７年度以降は、各年度２８，２６７千円を限度額とします。 

  ※総収入額の積算にあたっては、感染症の影響を加味せず、過去の実績を参照の上、想定される

利用料金収入とします。（新型コロナウイルス感染症の影響が発生した場合は、リスク分担に基

づき別途協議します。） 

  ※「新しい生活様式」の範囲内における感染症対策については、あらかじめ必要経費として見込

んで下さい。 

 

定額払い方式：管理経費を経営努力により節減した場合は収益に、管理経費が増大した場合 

は損失となる。利用料金制度の場合は、利用料金収入の増減分は、そのまま 

指定管理者の収益又は損失となる。 

精算方式  ：指定管理料に不足があれば追給し、余剰があれば返還させる方式をいう。        

事  項 期  間 限度額 

久留米ふれあい農業
公園指定管理料 

令和５年度から令和９年度まで １４２，７９８千円 
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（３）過去３年間の管理運営収支（単位：千円） 

    令和３年度 備 考 

収
入 

利用料金等 ３，７１４ 施設使用料金、自主事業収入等 
指定管理料 ２６，４３７  
計 ３０，１５１  

支
出 

人件費等 １８，３５２ 給料手当・臨時雇賃金・福利厚生費 
光熱水費 １，６４０  
修繕費 １，４３５  
業務委託費 ３，７７６ 施設維持管理費 
賃借料 １，５２６ ＬＥＤリース料 ９６４，９２０円を含む（注） 
報償費 ２０４  
租税公課 １，４１７  
その他 ２，４１０ 消耗品、通信運搬費等 
計 ３０，７６０  

  ※令和３年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から市からの委託事業を中止としたた

め、指定管理料を２７，３６７千円から２６，４３７千円へ９３０千円の減額を行っています。 

 

 

    令和２年度 備 考 

収
入 

利用料金等 ４，５８５ 施設使用料金、自主事業収入等 
指定管理料 ２７，３６７  
計 ３１，９５２  

支
出 

人件費等 １６，７０１ 給料手当・臨時雇賃金・福利厚生費 
光熱水費 １，６５４  
修繕費 １，９２８  
業務委託費 ４，１７７ 施設維持管理費 他 
賃借料 １，５２６ ＬＥＤリース料 ９６４，９２０円を含む（注） 
報償費 ３１４  
租税公課 １，５６７  
その他 ３，９６１ 消耗品、通信運搬費等 
計 ３１，８２８  

 

 

    令和元年度 備 考 

収
入 

利用料金等 ３，７７８ 施設使用料金、自主事業収入等 
指定管理料 ２７，３６７  
計 ３１，１４５  

支
出 

人件費等 １５，９３５ 給料手当・臨時雇賃金・福利厚生費 
光熱水費 ２，１７２  
修繕費 １，０９１  
業務委託費 ４，５９９ 施設維持管理費 他 
賃借料 １，０４４ ＬＥＤリース料 ５６２，８７０円を含む(注) 
報償費 １，０１６  
租税公課 １，３６６  
その他 ３，６２６ 消耗品、通信運搬費等 
計 ３０，８４９  

 

 （注）ＬＥＤリース料（指定期間を超える賃貸借契約）について 

  ふれあい農業公園の照明に関しては、令和元年１０月から令和６年９月まで５年間のリース契約

（月額８０，４１０円、６０回払い）を締結しており、ＬＥＤ照明が、最終的には市の財産となる

ことから、令和５年度、６年度の指定管理料を増額して、契約終了まで支払うことを認めています。
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７ 応募資格等 

   指定期間中、安全かつ円滑に施設を管理運営できる法人･その他団体（ＮＰＯ法人、市民団体 

  等）が対象で、法人格の有無は問いません。また、複数の団体等により構成されたグループ（ 

  連合体）により応募することも可能とします。 

   ただし、次の①から⑤のいずれかに該当する団体（グループで応募する団体にあっては、その

構成団体のいずれかが①、③、④、⑤、⑥のいずれかに該当する団体）は応募できないものとし

ます。応募後に該当することが判明した場合は失格とします。 

 

①地方自治法施行令第１６７条の４に該当する法人その他の団体等 

②久留米市内に事務所または事業所を有していない法人その他の団体等 

③税（国税及び地方税）を滞納している法人その他の団体等 

④会社更生法（平成１４年法律第１５４号）及び民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規  

定による更正又は再生手続きを開始している法人その他団体等 

⑤次に掲げる者が、支配人、無限責任社員、取締役、監査役若しくはこれに準ずる地位に就任し、  

または、実質的に経営等に関与している法人その他の団体等 

  ア）地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により、本市における一般競争入札等の参加 

    を制限されている者 

  イ)地方自治法第２４４条の２第１１項の規定による本市または本市以外の地方公共団体におい 

て、指定管理者の指定の取り消しを受けたことがある者 

  ウ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）に規定する暴力 

    団又は暴力団員若しくはそれらと密接な関係を有する者 

⑥複数の団体等により構成されたグループ（連合体）による応募で、次に掲げるその他の団体等 

  ア)単独で応募した団体が、グループ（連合体）による応募の構成団体になること 

  イ)複数のグループ（連合体）による応募の構成団体になること 

    ウ)意思決定等を行う本社等の機能を久留米市内に有する団体を構成員に含んでいないグループ

（連合体）となること 

エ)代表となる団体を定めていないこと 

 

   審査の結果、管理運営能力が明らかに欠けている場合や、限度額が指定管理料の限度額（債務

負担行為）を上回っている場合は、他の項目の評価を待たずに失格となります。 

 

 

８ 公募に係る書類等の配布 

（１）配布期間 

    令和４年７月１３日（水）から令和４年９月１２日（月）まで 

   （ただし、午前８時３０分から午後５時１５分までとし、土曜・日曜・祝日を除く） 

 

（２）配布場所 

    〒８３０－８５２０ 久留米市城南町１５番地３ 

    久留米市農政部農業の魅力促進課（久留米市役所１５階） 
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    ＴＥＬ ０９４２－３０－９１６５ 

    ＦＡＸ ０９４２－３０－９７１７ 

    Ｅ－Ｍａｉｌ noumi@city.kurume.lg.jp 

  ※ 配布資料は、市の公式ホームページからダウンロードが可能です。 

 

（３）配布資料 

  ①久留米ふれあい農業公園指定管理者募集要項（本書） 

  ②久留米ふれあい農業公園指定管理者管理運営業務仕様書 

  ③指定管理者指定申請書（第１号様式） 

  ④グループ応募構成書（様式１） 

  ⑤応募資格に係る申立書（様式２） 

  ⑥管理運営業務計画書（様式３） 

  ⑦管理に係る収支計画書（様式４） 

  ⑧質問書（様式５） 

  ⑨委任状（様式６） 

 

 

９ 提出書類 

   提出する書類は、次に掲げる項目とします。なお、グループ応募申請を行う場合は、グループ 

  応募構成書（様式１）及び団体間で締結した協定書（様式任意）またはそれに類する書類並びに

構成する団体すべてに係る②、⑤、⑥、⑦の書類を提出してください。 

   また、申請等を本社ではなく支社、事業所、事務所等で行う場合には、委任状（様式６）を併 

  せて提出してください。 

  ①指定管理者指定申請書（第１号様式） 

  ②応募資格に係る申立書 

   ア）団体の定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類 

   イ）当該法人の登記事項証明書（写しも可） 

   ウ）納税証明書（直近１年分） 

    （法人税、消費税・地方消費税、法人事業税、法人市民税、固定資産税及び軽自動車税につ 

     いて滞納がないことを証明する書類） 

    ※課税されていない団体等は、応募資格に係る申立書（様式２）の該当欄に記載すること。 

    ※委任を受けた場合には、国税は本社所在地の税務署の証明書を、県税及び市町村税は受任 

     地の証明書を提出してください。 

   エ）役員名簿及び履歴書（氏名、読み仮名、生年月日及び性別が記載されたもの） 

   オ）応募資格に係る申立書（様式２） 

    ※令和４年７月１３日現在の資料とします。また、証明書等については、発行から３ヶ月 

     以内のものとします。 

  ③管理運営業務計画書（様式３） 

  ④管理に係る収支計画書（様式４） 

※③④については、消費税率を１０％として作成してください。 

mailto:noumi@city.kurume.lg.jp
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  ⑤団体の経営状況を証明する書類（事業報告書、収支（損益）決算書、貸借対照表、財産目録 

   又はこれらに相当する書類） 

   ※いずれも直近の会計年度のもの 

  ⑥パンフレット等団体の概要がわかるもの 

  ⑦その他必要と思われる書類 

※ 市は、暴力団の排除のため、必要に応じて提出された書類等に基づき警察に照会することがあ

ります。 

 

１０ 申請に係る事項 

（１）申請期間 

    令和４年８月２９日（月）から令和４年９月１２日（月）まで 

   （ただし、午前８時３０分から午後５時１５分までとし、土曜・日曜・祝日は除く） 

 

（２）提出先 

    〒８３０－８５２０ 久留米市城南町１５番地３ 

    久留米市農政部農業の魅力促進課（久留米市役所１５階） 

    ＴＥＬ ０９４２－３０－９１６５ 

    ＦＡＸ ０９４２－３０－９７１７ 

    Ｅ－Ｍａｉｌ noumi@city.kurume.lg.jp 

 

（３）提出部数 

    正本１部及び副本（コピー可）１２部の計１３部を提出してください。なお、用紙サイズは 

   Ａ４サイズに統一し、上記で示した提出書類の項目順にインデックスを付け、左とじでファイ 

   ル（フラットファイル等）に綴り、背表紙及び表紙に当該施設名称、団体名称、正本及び副本 

   がわかるように明記してください。ただし、他の機関が発行する証明書類等で原本がＡ４サイ 

   ズと異なる場合は、副本のみＡ４サイズで統一してください。 

 

（４）提出方法 

    申請期間内に持参または郵送により提出してください。ただし、郵送による場合は、令和４

年９月１２日（月）午後５時１５分必着とし、配送等が確認できる方法で送付してください。 

 

 

１１ 指定管理者候補者の選定及び指定 

（１）選定方法 

    市が設置する選定委員会において、第１次審査（書類審査）、第１次審査通過者に第２次審

査（面接審査（プレゼンテーションを含む））を実施し、申込資格を有する申込者の中から、

選定基準に照らして最も適当と認める団体等を指定管理者候補者（優先交渉権者）として選定

します。また、応募団体等が２以上ある場合は、第２順位の候補者まで選定します。 

    選定にあたり令和４年１０月上旬に選定委員会による面接等を予定しています。なお、こ   

の選定において、別に定める総合得点及び項目ごとの得点の最低基準に到達する申込者が１団

mailto:noumi@city.kurume.lg.jp
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体もなかった場合は、各応募団体等に対してその旨を示した上で、再度事業計画書等の必要書

類を提出いただき、２回目の選定委員会による面接等を行います。 

    なお、これらの審査の結果、候補者なしとする場合もあります。 

 

（２）選定の結果 

    令和４年１０月下旬に第２次審査のすべての参加者に文書で通知します。また、市のホーム

ページに選定結果の概要を掲載し、すべての申込者の名称、評価、採点表を公表します。 

 

（３）指定管理者の指定 

    指定管理者候補者として選定された団体等は、令和４年１２月に招集予定の久留米市議会定

例会における議会の議決を経て、指定管理者として指定される予定です。 

    ただし、議決を経るまでの間に、指定管理候補者を指定管理者に指定することが著しく不適

当と認められる事情が生じた場合は、指定管理候補者の資格を取り消すことがあります。 

    また、指定管理者の指定を受けられないことにおいて生じる一切の損害の賠償等に関する請

求はできないものとします。 

 

（４）指定の取消し等 

指定管理者が議決を経るまでの間に、指定管理者候補者を指定管理者に指定することが以下の

とおり著しく不適当と認められる事情が生じた場合は、指定管理者候補者の資格を取り消し、又

は期間を定めて業務の一部又は全部の停止することがあります。 

①指定管理者が条例、規則又は市との間で締結した協定に違反したとき。 

②指定管理者が、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定による報告の要求又は調査に対し

て、これに応じず、又は虚偽の報告を行い、若しくは調査を妨げたとき。 

③指定管理者が、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定による指示に故意に従わないとき。 

④指定管理者が、募集要項に定めた応募資格を失ったとき、又は欠格事項に該当したとき。 

⑤指定管理者への応募の際に提出した書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 

⑥団体等の経営状況の悪化等により、業務を行うことが不可能又は著しく困難になったとき。 

⑦暴力団又は暴力団員若しくはそれらと密接な関係を有することが判明し、指定管理者による

管理業務を行うことが適当でないと認められるとき。 

⑧その他指定管理者が管理業務を行うことが社会通念上適当でないと認められるとき。 

     

また、指定管理者の指定を受けられないことにおいて生じる一切の損害の賠償等に関する請 

   求はできないものとします。 

 

（５）指定の取消し等の場合における損害賠償等 

 （４）により、指定を取り消し、又は業務の一部又は全部の停止を命じた場合は、指定管理者は、

当該取消し等により生じた市又は第三者の損害を賠償しなければなりません。指定管理者に損害が

生じた場合でも、当該指定管理者は市に対して賠償を請求することができません。 

  更に、市は、既に指定管理者に対して支払った指定管理料の一部又は全部を返還させることがで

きます。 
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１２ 選定基準 

    次に掲げる事項のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定します。 

  ①事業計画による施設の運営が、住民の利用及び施設利用者の利用に関し公平性を確保するこ 

   とができるものであること。 

  ②事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに、施設運営、安全管理及び地域と

の連携が適正に行えるものであること。 

③施設の管理に係る経費の縮減が図られているものであること。 

  ④事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。 

  ⑤地域経済を活性化することに寄与することが認められること。 
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１３ 審査項目と配点 

    指定管理者候補者の選定は、以下の審査項目と配点（委員１人あたり）に基づく総合点数方 

   式により行います。 

審査項目・配点 

１ 
事業計画による施設の運営が、住民の利用及び施設利用者の利用に関し公平

性を確保することができるものであること 
15点 

 ① 
施設の設置目的や、市が示した管理運営に関する方針や基本的な考え方を理解して

いるか 

 ② 
住民の利用及び利用者の平等な利用を図るための具体的手法、対策等が示されてい

るか 

 ③ 
団体等の個人情報・情報公開への姿勢及び施設運営に当たって講じる個人情報・情

報公開の措置は適切か 

２ 
事業計画の内容が施設の効用を最大限に発揮させるとともに、施設運営、安

全管理及び地域との連携が適正に行えるものであること 
35点 

 ① 
施設の利用促進策について、十分な事業予算が確保され、施設の効用を発揮できる

内容が示されているか 

 ② 利用者の要望把握や事業への反映についての配慮は適切か 

 ③ 施設の維持管理、安全管理は適切か 

 ④ 地域団体との連携が十分に図られているか 

 

⑤ 近隣の公共施設と連携し、施設の目的達成に寄与する取組となっているか 

⑥ 市民農園の利用者等のニーズにあった指導や助言などを行う取組となっているか 

⑦ 
自主事業などの企画内容は、他の施設等と連携し、この施設の設置目的の実現に寄

与するものであるか 

３ 
事業計画書及び収支計画書の内容において、管理に係る経費の削減が図られ

ていること 
15点 

 ① 収支計画書において、経費の節減効果が示されているか 

 ② 経費節減のための具体策が適切か 

 ③ 利用料金収入、自主事業等収入を向上させる内容となっているか 

４ 
事業計画に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているこ

と 
25点 

 ① 管理を安定して行うことが可能な職員配置計画及び採用計画となっているか 

 ② 配置職員の勤務形態及び勤務条件は適正か 

 ③ 職員の人材育成、研修計画が適切か 

 ④ 団体等の財務状況は健全か 

 ⑤ 類似施設を良好に運営した実績はあるか 

５ 地域経済の活性化に寄与することが認められること 10点 

 ① 地域経済の活性化を視野に入れた目標や内容があるか 

 ② 業務の実施に関して地元団体･企業等の積極的活用の計画があるか 

総配点 100点 

 （最低基準）指定管理者候補者は、次の１、２の最低基準をいずれも満たすものの中から選定する。 

   １ 総得点が５００点満点中３００点（６割）以上であること。 

   ２ １から５までの各項目における得点が、それぞれ総配点の２割以上であること。 
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１４ 説明会（現地） 

   申込方法、申請書類、指定管理者業務及び現場の状況等について説明会を開催します。 

※本説明会への参加は任意です。（応募の必須要件ではありません。） 

    ①日  程  令和４年８月２日（火）  

    ②場  所  久留米ふれあい農業公園 

    ③参加者等  １団体等につき２名まで 

    ④申込方法  令和４年７月２５日（月）午後５時１５分までに、久留米市農政部          

農業の魅力促進課（公募に係る書類等の配布場所・提出先と同じ）へ、団体

名、役職名、氏名を郵送、ＦＡＸ、メールのいずれかにて申込みを行ってく

ださい。なお、その際の様式は問いませんが、表題に「指定管理者現地説明

会参加」と明記してください。 

    ※感染症対策のため、複数回に分けて実施する場合があります。 

    ※説明会の開催時間は、申込業者へ改めて連絡いたします。 

    ※新型コロナウイルス感染症対策のため、必ずマスクを着用のうえ、ご来場ください。 

    ※体調のすぐれない方の参加はご遠慮ください。 

 

 

１５ 質問受付及び回答 

（１）質問書受付期間 

   令和４年７月１３日（水）から令和４年８月１５日（月）午後５時１５分まで 

 

（２）提出方法 

       質問書（様式５）により、久留米市農政部農業の魅力促進課（公募に係る書類等の配布場所

提出先と同じ）へ、ＦＡＸ、持参、電子メールのいずれかにて提出してください。ただし、郵

送による場合は、令和４年８月１５日（月）午後５時１５分必着とし、配送が確認できる方法

で 送付してください。なお、電話での受付は行いません。 

 

（３）回答方法 

    質問受付後随時、令和４年８月２２日（月）までに市ＨＰに回答を掲載し、質問者に直接、

郵送、メール等での回答はいたしませんのでご注意ください。なお、質問に対する回答は、本

募集要項を補足するものとします。 

 

 

１６ 事業計画書の著作権及び公表 

    事業計画書等の応募書類の著作権は申込者に帰属します。しかし、指定管理者候補者の選定

後は、応募書類は久留米市情報公開条例に基づき開示が必要な場合には、優先交渉権を得た応

募団体、それ以外の応募団体に関わらず、久留米市は応募書類の全部または一部を公表し、又

は開示することができるものとします。 
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１７ 基本協定書及び年度協定書の締結 

   市は、指定管理者候補者と仮協定を締結します。その後、久留米市議会の議決を経て指定管理

者を指定したときに、この協定は成立し、仮基本協定書は書きかえることなく基本協定書とする

ものとします。 

   指定管理者候補者は、暴力団排除に係る条項を記載した誓約書を提出することとなっています。

当該仮基本協定の確定は、仮協定書に双方が記名押印するとともに、指定管理者候補者が誓約書

に記名押印したときとします。また、基本協定書及び年度協定書への印紙の貼付の要否について

は指定管理者の候補者において、税務署に確認し、必要に応じて貼付するものとします。 

 

 

１８ その他の注意事項 

（１）複数提案の禁止 

    一つの団体等が複数の提案をすることはできません。 

 

（２）申請書類の取扱い 

    市が受理した申請書類は、理由の如何にかかわらず返却しません。 

 

（３）申請書類の変更 

    市が受理した申請書類については、軽徴な修正を除き変更は認められません。 

 

（４）申請書類等の虚偽等による欠格 

    申請書類等に虚偽の記載があった場合又は関係法令（条例、規則を含む）の規定に違反して 

   いる場合には失格とします。 

 

（５）追加書類の提出 

    市が指定管理者の選定にあたり必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がありま 

   す。 

 

（６）申請にかかる費用 

    申込に関する経費は、すべて申込者の負担とします。 

 

（７）応募辞退 

    市が申請書類を受理した後に辞退する場合には、辞退届（様式は任意）を提出してください。 

 

（８）接触の禁止 

    応募団体等が本案件の応募に関し、選定委員会委員、その他本件選定手続きの関係職員   

に対して個人的に接触することを禁じます。接触の事実が認められたときは、失格とする場合 

   があります。 
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１９ 全体スケジュール 

 

 ※新型コロナウイルス感染症対策等のため、日程が変更となる場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年 ７月１３日（水） 告示・募集要項等資料配布・質問書受付開始 

      ７月２５日（月） 現地説明会参加申込締切 

      ８月 ２日（火） 現地説明会 

      ８月１５日（月） 質問書受付終了 

      ８月２２日（月） 質問に対する最終回答日 

      ８月２９日（月） 応募受付開始 

      ９月１２日（月） 応募受付終了 

      ９月下旬 第１次審査（書類審査） 

     １０月上旬 第２次審査（面接審査） 

     １０月下旬 指定管理者候補者（優先交渉権者）の決定 

（応募者への結果通知、市ＨＰでの結果公開） 

     １１月上旬～中旬 優先交渉権者との業務の詳細について協議 

     １１月中旬 優先交渉権者との仮協定の締結 

     １２月開催定例市議会議決後      指定管理者の指定 

令和５年 ４月 １日 次期指定管理者の運営開始 
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【久留米ふれあい農業公園利用者数】 

 

 
年度毎の利用者数（人） 

R3 年度の主な取り組み 
H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31・R1 R2 R3 

109,526 114,210 113,104 113,258 108,191 109,128 106,190 104,423 100,710 82,228 79,860 
・体験農場、収穫体験、野菜栽培の勉強会 

・キャンプ、BBQ 

  

  

  

 
  

  

   

   

R3 年度月別利用者数（人）  

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月  

7,191 6,063 5,316 6,945 5,935 4,855 7,884 7,949 6,939 6,850 6,714 7,219  
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【平面図（敷地）】 
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【平面図（管理棟）】 
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【平面図（冷温室）】 
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【平面図（屋外便所）】 
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【平面図（農園ゾーン便所）】 
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【平面図（ポンプ室）】 

 

 


